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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 11月 18日 (2003.11.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
通 信 回 線 に 接 続 さ れ た サ ー バ と 、 前 記 サ ー バ に ア ク セ ス 可 能 な ユ ー ザ と を 有 し 、 前 記 サ ー
バ は 実 行 命 令 信 号 に 従 っ て 各 処 理 を 行 う シ ス テ ム で あ り 、 前 記 サ ー バ の 各 処 理 の 状 態 に 対
し て フ ラ グ が 備 え ら れ て お り 、 前 記 フ ラ グ の 任 意 の 値 に は 、 こ の 値 に 対 し て さ ら に イ ベ ン
ト 保 持 領 域 を 備 え た シ ス テ ム に お い て 、 前 記 サ ー バ が 前 記 各 処 理 を 行 う 際 、 前 記 任 意 の 値
を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 行 っ た 際 に は 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 、 前 記 処 理 結 果 で あ る 任
意 の 信 号 を 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 重 複 処 理 検 知 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態 と ク ラ
イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き に 、 前
記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情 報 を 検
出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 重 複 処 理 検 知 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
通 信 回 線 に 接 続 さ れ た サ ー バ と 、 前 記 サ ー バ に ア ク セ ス 可 能 な ユ ー ザ と を 有 し 、 前 記 サ ー
バ は 実 行 命 令 信 号 に 従 っ て 各 処 理 を 行 う シ ス テ ム で あ り 、 前 記 サ ー バ の 各 処 理 の 状 態 に 対
し て フ ラ グ が 備 え ら れ て お り 、 前 記 フ ラ グ の 任 意 の 値 に は 、 こ の 値 に 対 し て さ ら に イ ベ ン
ト 保 持 領 域 を 備 え た シ ス テ ム を 用 い 、 前 記 サ ー バ が 前 記 各 処 理 を 行 う 際 、 前 記 任 意 の 値 を
保 持 す る 状 態 の 処 理 を 行 っ た 際 に は 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 、 前 記 処 理 結 果 で あ る 任 意
の 信 号 を 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム を 格 納 し
た 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態 と ク ラ
イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き に 、 前
記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情 報 を 検
出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る
た め の プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ５ 】
通 信 回 線 に 接 続 さ れ た サ ー バ と 、 前 記 サ ー バ に ア ク セ ス 可 能 な ユ ー ザ と を 有 し 、 前 記 サ ー
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バ は 実 行 命 令 信 号 に 従 っ て 各 処 理 を 行 う シ ス テ ム で あ り 、 前 記 サ ー バ の 各 処 理 の 状 態 に 対
し て フ ラ グ が 備 え ら れ て お り 、 前 記 フ ラ グ の 任 意 の 値 に は 、 こ の 値 に 対 し て さ ら に イ ベ ン
ト 保 持 領 域 を 備 え た シ ス テ ム を 用 い 、 前 記 サ ー バ が 前 記 各 処 理 を 行 う 際 、 前 記 任 意 の 値 を
保 持 す る 状 態 の 処 理 を 行 っ た 際 に は 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 任 意 の 信 号 を 保 持 す る こ と
を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態 と ク ラ
イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き に 、 前
記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情 報 を 検
出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る
た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態
と ク ラ イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き
に 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情
報 を 検 出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す る 重 複 処 理 検 知 シ ス テ ム で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態
と ク ラ イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き
に 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情
報 を 検 出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ
グ ラ ム を 格 納 し た 記 録 媒 体 で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
ま た 、 前 記 任 意 の 値 を 保 持 す る 状 態 の 処 理 を 再 度 行 う 際 、 サ ー バ 側 で 保 持 す る 現 在 の 状 態
と ク ラ イ ア ン ト が 送 信 し た 実 行 命 令 信 号 が 表 す 状 態 を 比 較 し 、 こ れ ら の 状 態 が 異 な る と き
に 、 前 記 イ ベ ン ト 保 持 領 域 に 保 持 さ れ た 信 号 を 読 み 出 し て 、 前 回 に 同 様 の 処 理 を 行 っ た 情
報 を 検 出 し 、 重 複 処 理 を 行 い こ と を 特 徴 と す コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ
グ ラ ム で あ る 。
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